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１．ゼロカーボン北海道とは

①気候変動を食い止める

世界への貢献、北海道を襲う災害の激甚化の抑制、
気候変化による北海道の農林水産業へのダメージの抑制

②地域資源を活用して地域を活性化する

エネルギー源を、道外から購入している化石燃料から
道内にある地域資源に切り替えることで、地域の稼ぎを増やす

③食大国北海道、エネルギー大国北海道の実現

安全安心な食が容易に手に入る北海道
必要なエネルギーが国外情勢に左右されず道民の手に届く北海道
それを２０５０年には実現すること

（一方、食もエネルギーも自給できない都市圏）

北海道環境生活部
ゼロカーボン推進監 説明資料より抜粋
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２．市町村に期待されていること

○地域全体（家庭、工場、事業所、農家）の温室効果ガスの削減に、
目標を立てて削減に乗り組んでいきましょう

ということ

その際に大切なポイントが、脱炭素化を地域の活性化につなげること

↓ ↓

例えば、家庭の高断熱化で、ヒートショックの防止、熱中症の予防へ
光熱水費の支払減へ

再生エネルギーの活用

住民の快適な暮らし

石油・石炭の使用

地域のお金の
域外への流出

地域資源を活用した再生可能エネルギーの使用

地域内の消費・雇用へ
さらには地域外への販売で地域の所得増へ

北海道環境生活部
ゼロカーボン推進監 説明資料より抜粋
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３．ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組

市町村の排出量削減の取組の例

（電気）・太陽光、小水力等を利用した再生可能エネルギー
施設を自ら設置し、電気を各施設で利用

・再生可能エネルギー由来の電気の購入
・公用車へのＥＶの導入

（熱） ・各施設への地中熱を活用したヒートポンプを導入
・木質バイオマスボイラー導入
・廃棄物焼却施設の熱利用
・公共温泉施設の温泉熱利用
・各施設の断熱性能を強化する改修

（森林）・各施設の整備、設備にできる限り木材（道産）を使用 等々

ゼロカーボンは、企業誘致や販売促進等をすすめる際の強み

企業誘致

ゼロカーボン

資金調達

販売促進

需要創出
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① ゼロカーボンエネルギー需要の創出

⚫ 千葉市では、自然災害に備え、民間企業と連携して避難所に太陽光発電設備と蓄電
池を整備し、停電時でも電力供給を可能とする事業を実施。

出典：環境省ＨＰ

◆電力強靱化施策の具体的な取組として、2020年より、
災害時の避難所となる公民館や市立学校に太陽光発電
設備と蓄電池の導入。

◆設備設置費や維持管理費などは全て事業者負担

（20年間の長期契約により投資回収が見込まれる）

◆各設置場所の建物構造を調査し標準モデル化したこと
によって、個別調達よりも設備費の削減が図られた

◆環境省「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する
自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業も活用

◆太陽光発電設備の設置場所は建物の屋上などスペース
が限られているため、災害等に使える電力量は平時よ
り少なめではあるが、空調機器や照明、携帯電話の充
電などが利用可能となり利便性が高まった。

◆今後、モニター等による発電力の可視化も検討中
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① ゼロカーボンエネルギー需要の創出

⚫ 当別町では、安定的で自立したエネルギーを確保するため、再生可能エネルギーを
活用したまちづくりを目指した取組を実施

⚫ 町最大級の避難所である総合体育館に、災害時に対応可能な太陽光発電システム
や木質バイオマスボイラーなど再生可能エネルギーを活用した設備を導入

【施設の概要】
通常時は総合体育施設として一般利用やスポーツサークル、

各種スポーツ大会などに活用。
災害時には避難所として町内最大級の収容人数を確保でき、

災害対策本部設置場所となる可能性がある。
【再生可能エネルギー設備の概要】
◼ 電力確保用の太陽光発電システム：45.6kW
◼ 通常時及び災害（電力遮断）時に活用できる蓄電池システ

ム：84.4kWh
◼ 地域資源の循環を目的とした木質ペレットボイラー：
350,000kcal/h

◼ 施設の消費電力を軽減するためのＬＥＤ照明：150W×58灯

【補助事業の活用】
環境省防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業

出典：当別町ＨＰ 7



① ゼロカーボンエネルギー需要の創出

⚫ 各府省や地方公共団体では、率先的な次世代自動車の導入が進められている。

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

総台数 1,754 1,802 1,807 1,762 1,732

次世代自動車台数 234 265 289 301 337

ハイブリッド自動車
（ＨＶ）

134 155 178 198 212

クリーンディーゼル自動車
（ＣＤＶ）

78 88 93 88 112

天然ガス自動車
（ＮＧＶ）

9 7 5 3 2

プラグインハイブリッド自動車
（ＰＨＶ）

0 0 0 0 0

電気自動車
（ＥＶ）

1 2 3 3 3

燃料電池自動車
（ＦＣＶ）

0 2 2 2 2

代替ＬＰＧトラック、
バイオ燃料自動車

12 11 8 7 6

札幌市
⚫ 公用車次世代自動車保有台数（H28～R2）

横浜市
⚫ 2019年度末公用車次世代自動車台数

横浜市公用車計 １，４０４

次世代自動車台数 ３２３

電気自動車
（ＥＶ）

６４

プラグインハイブリッド自動車
（ＰＨＶ）

８

燃料電池自動車
（ＦＣＶ）

１６

ハイブリッド自動車
（ＨＶ）

２３５
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① ゼロカーボンエネルギー需要の創出

⚫ 北九州市では、地球温暖化対策の一環として、公用車への次世代自動車の率先導
入を進めており、市民や企業に積極的なＰＲを行っている。

⚫ 平成30年度までに電気自動車（ＥＶ）や、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）、燃料電池
自動車（ＦＣＶ）など５６台を導入。

出典：北九州市ＨＰ 9



① ゼロカーボンエネルギー需要の創出

⚫ 仙台市では、令和２年度末現在、公用車全体の４９％まで次世代自動車等の導入が
進んでおり、このうちＥＶ・ＰＨＶは計６６台。市役所・各区役所の共用車のほか、道路
パトロールカーや清掃パトロールカーなどにもＥＶ・ＰＨＶを導入している。

⚫ 購入した次世代自動車には電気自動車啓発ロゴマークのラッピングを施し、公用車
として日常的に使うことで、次世代自動車の普及啓発を行っている。

出典：仙台市ＨＰ 10



⚫ 石狩市では、再生可能エネルギーが集積する石狩湾新港地域において、再エネ
100%ゾーン（REゾーン）を提唱し、再エネ100%供給による企業誘致を促進

② 企業誘致や販売促進のためのゼロカーボン

石狩市は2017年に「石狩市水素戦略構想」を定め、2020年12月には2050年までに二酸
化炭素の排出量実施ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言。石狩湾新港地域内の
一部のエリアに、企業の電力需要に対し、100％再エネによる供給を目指す「再エネ
100％エリア」を設定、ＳＤＧｓの推進等活動を気候変動対策に取り組む企業の皆様のビ
ジネスの場を提供し、再エネの地産地消を通じた持続可能な企業支援を目指す。

北海道環境生活部
今井ゼロカーボン推進監 説明資料より抜粋 11



⚫ 岐阜県では、中部電力ミライズ（株）が県内の水力発電所で作られる再エネ由来の
環境価値を活用した県産のCO２フリー電力を、県内を中心とした法人向けに供給

⚫ 電力の地産地消化を通じた地域内経済循環や、脱炭素に向けた取組への活用に
より企業価値の向上が図られる

② 企業誘致や販売促進のためのゼロカーボン

電力の購入者は、契約時及び実績確定時に発
行される証明書を事業所やHP等で活用できる
ほか、専用ロゴマークを商品への貼付や販促用
に利用できる。

電力の購入者は、岐阜県産電力の利用をPRできるほ
か、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基
づき、CO2フリー電力の購入量に応じて、CO２排出係
数をゼロとしてCO2排出量を算定できる。

出典：中部電力ミライズＨＰ、十六銀行ＨＰ
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② 企業誘致や販売促進のためのゼロカーボン

⚫ 岩手県企業局及び東北電力は、岩手県内の企業等を対象とした地産地消の電気料
金プラン 「いわて復興パワー水力プレミアム」の取組を実施

⚫ 現行の電気料金に加えて環境価値等相当の料金を支払うことにより、岩手県企業局
の水力発電所で発電されたCO２フリー電気を供給

出典：東北電力HP 13



③ 資金調達に向けたゼロカーボン

⚫ ふるさと納税では、太陽光などの地域資源を活用して区域内で発電された電気を、返
礼品として供給

◆ふるさと納税では、2017年頃から一部の自治体が再エネ由来の電力を返礼品として
供給していたが、送配電網に地域外の電力も混在することから、総務省は2021年4月
「地場産品に該当しない」として、電力を返礼品と認めない旨を通達。
それまで電力を返礼品として取り扱っていた全自治体が返礼を中止した。

◆2021年6月に「国・地方脱炭素実現会議」において、2030年度までの行程表に
『ふるさと納税の返礼品としての地域再エネの活用』と明記。

◆同月、総務省が次の条件を満たす電力を返礼品として容認する旨を通達。
①地域資源を活用し、区域内で発電された電気であること
②電気の供給契約において区域内で発電されたことが明示されていること

◆この通達を受け、群馬県中之条町や三重県度会町などが、電力の返礼を再開している。

14



③ 資金調達に向けたゼロカーボン

⚫ 山形県酒田市は、2021年12月より、ふるさと納税の各ポータルサイトで、市内の木質
バイオマス発電施設で発電された再生可能エネルギー電力を返礼品として取扱いを
開始

⚫ 電力会社との電力供給契約の締結により、寄附金額に応じた電力ポイントが返礼品
として供給される

◆寄附者は、返礼品提供事業者である電力会社の電力プランに加入することにより
月々の電気料金の請求時に、電力料金を差し引く形で供給される

◆地元産電気を通じて地域の再生可能エネルギー活用が推進されることを期待

出典：酒田市ＨＰ 15



③ 資金調達に向けたゼロカーボン

⚫ 下川町では、森林バイオマスエネルギー利用によるカーボンオフセット証明書をふる
さと納税の返礼品としている。（北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会が発行
する「オフセット・クレジット」の購入）

◆下川町は、豊かな森林資源を活かしたまちづくりの一環として、北海道内で森林や
林業を基盤としてまちづくりを進める足寄町、滝上町、美幌町とともに、カーボ
ン・オフセットの取組を推進している

◆森林の適切な管理によって得られるＣＯ２の吸収量について認証を受ける（クレ
ジット化する）とともに、企業や団体などからの協賛をもとに、健全な森林保全を
進めている。

出典：下川町ＨＰ 16



③ 資金調達に向けたゼロカーボン

クラウドファンディングによる取組事例

◆オーダーメード型エネルギー管理
システム（ＢＥＭＳ）の開発

◆オンラインによる省エネ診断サイト
の解説

＜返礼品（ギフト）＞
・省エネルギー診断報告書
・設計一次エネルギー消費量計算書
・ＺＥＢ化設計提案書、
見積書（ＺＥＢ化可能な物件の場合）

【オフィスビル・工場などの「一次エネルギー消費量正味ゼロ（ゼロ・エネルギー）」を
実現するためのオーダーメイド型のエネルギー管理システムの開発】

出典：鳥取県ＨＰ

（株）エナテクス（鳥取県）

17



④ 北海道の支援制度

⚫ 地域特性を活かしたエネルギー地産地消の取組が進められるよう支援
⚫ 取組の熟度（段階）に応じたきめ細かい支援体制の構築
⚫ 「新エネルギー導入加速化基金」を設置し、導入・事業化段階の支援を強化

＜導入・事業化支援＞
☆エネルギー地産地消事業化モデル支援事業
☆エネルギー地産地消事業化モデル支援事業
（非常時対応型モデル）
☆エネルギー地産地消事業化モデル支援事業
（新エネ有効活用モデル）
☆「ゼロカーボン北海道」貢献への新エネ
導入支援事業
・設計支援
・設備導入支援
☆地熱井掘削導入支援事業
☆地域資源活用基盤整備支援事業

＜導入・事業化に向けた
可能性調査への支援＞

●地域新エネルギー導入加速化調査支援
事業
●地熱資源利用促進事業（地熱井等調査）

＜研究開発・製品開発等への支援＞
●環境・エネルギー産業総合支援事業
（開発支援事業）

＜地域省エネ・新エネ導入推進会議の
活動強化（14振興局で開催）＞

○国や道の支援制度等の情報提供
○道内の新エネ導入事例などの情報共有

＜アドバイザー派遣＞
○地熱・温泉熱アドバイザー
○地域新エネルギー導入アドバイザー

＜省エネ・新エネ相談サポート＞
○省エネ・新エネ促進・関連産業振興
ワンストップ窓口
○省エネ・新エネサポート窓口

初期段階 計画段階 導入・事業化段階

〈体制の整備段階〉 〈可能性調査段階〉 〈計画作成段階〉 〈事業実施段階〉

■調査・普及啓発
●地域づくり総合交付金（ソフト系事業）

■導入事業化に向けた支援
●地域づくり総合交付金（ハード系事業）
●北海道産業振興条例に基づく助成
●中小企業総合振興資金融資制度（省エネ・新エネ施設等の導入）

・関係者の巻き込み
・方向性の共有

・事業計画案の策定
・実施体制の確立

・実施計画の確定
・資金等の準備

・導入事業
・各種助成の活用

☆新エネルギーコーディネート支援事業 （コーディネーターによる支援）

・自主的な研究会
・アイディア段階

〈事業研究段階〉
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「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和3年度） ①

➢ 対象：市町村、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等：定額（最長5年、5億円限度）

先駆的なエネルギーの地産地消のモデルとなる取組について、システムの検討から設計・事業化までを一貫して複数年度にわたり
支援する。

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 （非常時対応型モデル）

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 （新エネ有効活用モデル）

➢ 対象：市町村、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等：定額（最長3年、5億円限度）

非常時にも対応可能なエネルギー地産地消事業化のモデルとなる取組について、システムの検討から設計・事業化までを一貫して複数
年度にわたり支援する。

系統制約の生じている地域の新エネルギーの導入を促進するため、新エネルギーを有効活用するモデルとなる取組に対し支援する。

➢ 対象：市町村、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等：定額（1,000万円限度）
➢ 対象事業：①有効活用の手法検討、②有効活用の実証

④ 北海道の支援制度
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畜産バイオマスを核とした資源循環・エネルギー地産地消の
まちづくり事業

【補助対象者】
再生可能エネルギー地産地消のまちづくりコンソ－
シアム
（構成員：上士幌町、上士幌町農業協同組合、
（株）上士幌町資源循環センター、北海道ガス（株）、
(有)ドリームヒル、(株)karch）

【計画期間】 平成29年度から5年間
【事 業 費】 総事業費 6億3,260万4千円（うち道補助5億円）
【計画内容】
・地域エネルギー会社を新たに設立し、畜産農家の電力使用をコント
ロールする畜産版エネルギーマネジメントシステムを導入
・家畜ふん尿バイオガスプラント整備により、酪農家や一般住宅、事業
所へ電気供給、農業ハウスなどへ熱供給

上士幌町（畜産バイオマス）

地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」

【補助対象者】 弟子屈町
【計画期間】 平成29年度から5年間
【事 業 費】 総事業費 3億4,273万3千円

（うち道補助3億4,248万4千円）
【計画内容】
・町民や町内の企業等が出資・参画する地域エネルギー会社を設立し、
地域の地熱資源を一括管理するとともに、新たな活用を推進
・新たに地熱井を掘削し、市街地でバイナリー発電を行い、公共施設へ
の電気供給を検討
・発電時の熱水を暖房用に供給した後、一般住宅等の浴用向けに
活用するなど、地熱の有効活用を検討

弟子屈町（地熱）

稚内市における再エネを活用した
エネルギー地産地消モデル構築事業

【補助対象者】
稚内市
【計画期間】 平成29年度から5年間
【事 業 費】 総事業費 8億4,314万円（うち道補助5億円）
【計画内容】
・市が所有する風力発電設備のＦＩＴ期間終了後を見据え、
発電した電気を、北電の送配電網を活用し、遠隔地にある
複数の公共施設の間で最適に利用するエネルギーマネジ
メントシステムを構築・ 運用
・発電した電気を水素に変換し、水素ステーションや
公共施設などでの活用を検討

稚内市（風力・水素利用）

【補助対象者】 石狩市
【計画期間】 平成30年度から4年間
【事業費】 総事業費 4億9,988万円

（うち道補助4億9,988万円）
【計画内容】
・厚田地区に再生可能エネルギー（太陽光）によるエネルギー貯蔵熱電併
給システム（※ES）を設置し、小規模集落におけるマイクログリッドを構築
・地域防災力の向上を図るとともに、地域におけるエネルギーマネジメント
システムや、環境・エネルギー教育、コミュニティ形成を検討
※ES＝再生可能エネルギーから電力及び水素を生産・貯蔵する自立型エ
ネルギー システム

小規模集落における独立グリッド整備とブロックチェーン技術活用に
よる新たなエネルギー自給・地域循環モデル形成事業

石狩市（太陽光・水素）

足湯

熱

道の駅石狩
あいろーど
厚田

売り上げ

学校

食育

販売

災害時に避難所として
機能

ES

電気をやりとりして省エネ
（ブロックチェーン活用）

非常時にも
電源・熱源を
提供する

地中熱空調・換気
システム

PV、風力

ビニールハウスで
育てた野菜の販売

熱

老人ホーム

余ったら老人ホームへ

電動自転車
充電所

ES

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 認定事業計画
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エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（非常時対応型モデル） 認定事業計画

木質バイオマスと太陽光発電等を活用したスマート街区
構築事業

【補助対象者】
大樹町

【計画期間・事業費】
3年間・総事業費 5億9,807万円
（うち道補助5億円）

【計画内容】
・公共施設群をスマート街区と位置づけ、太陽光発電・蓄電池による
自営線ネットワークを形成し、エネルギーマネジメントシステムによ
り供給バランスの調整を行い、木質バイオマスの熱利用による熱源
ネットワークシステムを形成する。
・非常時には、自営線及び熱源ネットワークの活用とエネルギーマネ
ジメントによる需給調整で、スマート街区内の防災拠点及び避難所
に電気と熱を供給する。

大 樹 町 厚 真 町

厚真町「地産地防」エネルギー6次産業化プロジェクト事業

【補助対象者】
厚真町エネルギー6次産業化コンソーシアム

【計画期間・事業費】
3年間・総事業費 9億5,451万2千円
（うち道補助4億9,810万円）

【計画内容】
・各公共施設に太陽光発電・蓄電池を整備し電力供給を行うとともに、木
質バイオマス発電からの排熱利用により、ストロベリーパークにおいて
イチゴ栽培を行い、新産業創出を進める。
・非常時には、太陽光発電・蓄電池から防災拠点や避難所に電気を供
給するとともに、避難所となるストロベリーパークにバイオマス発電に
よる熱供給を行い、空調環境を確保する。
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【認定事業者】
幌加内町

【事業費】
総事業費 1,000万円 （うち道補助 1,000万円）

【計画内容】
日本最大の生産量を誇るそばの加工に伴い生じるそば殻やそば残渣（未熟種
子
等）を、町内のごみや下水汚泥等の廃棄物と混ぜてバイオコークス燃料に変
換し、
保管・熱利用することを調査・検討し、計画を立案・評価する。

バイオコークス燃料への変換によるそば殻・そば残渣の有効利
用

幌加内町

家畜ふん尿由来のバイオガスのトラクター燃料活用実証事業

【認定事業者】
大樹町

【事業費】
総事業費 1,000万円 （うち道補助 1,000万円）

【計画内容】
地域内の乳牛ふん尿から生成したバイオガスを精製して、吸蔵容器に充填し、

酪農家
のトラクターの燃料として軽油と併用する実証を行い、バイオガス利用トラク
ターの導入
効果を検討するとともに、普及における課題を整理する。

大 樹 町

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画（令和３年度）
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エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画（令和３年度）

【認定事業者】
高効率燃料電池を利用したバイオガスエネルギー地産地消事業化モデル調査実証コンソーシアム

【事業費】
総事業費 1,000万円 （うち道補助 1,000万円）

【計画内容】
既設のバイオガスプラント（発酵槽増設を予定）から発生する余剰ガスについて、ＦＩＴ制度による売電に頼らず、冬期は農業用ハウスの加温
に活用するとともに、夏期は高効率燃料電池による発電に活用し温泉施設及び商業施設へ売電することを検討し、計画を策定する。

※有効活用の手法検討

高効率燃料電池を利用したバイオガスエネルギー地産地消事業化モデル計画策定

釧路市

農業用ハウス

＜検討イメージ（夏期）＞＜検討イメージ（冬期）＞

避難所

民間企業
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➢ 対象：市町村、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等： ①設計支援 1/2以内、500万円限度 ②設備導入支援 1/2以内、5,000万円限度

地域のエネルギーと経済の地域循環により、持続可能な地域づくりに資する新エネルギー設備導入と、合わせて行う新エネルギーの
導入効果を増大する省エネルギー設備導入について、「設計」と「設備導入」を支援する。

「ゼロカーボン北海道」貢献への新エネ導入支援事業

「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和3年度） ②

令和３年度認定事業計画

三笠市木質バイオマスエネルギー事業

これまで未利用だった林地残材を有効活用し、木質チップを加工するチッパーを導入し、市役所や老人福祉センターに設置した
木質バイオマスボイラーの燃料として供給するとともに、道央圏の発電施設の燃料として活用し、市内の電力消費者が供給を受
ける。

木質バイオマスボイラー導入促進事業（旧道都大学体育館改修事業）

木質バイオマスの利用拡大を図るため、多くの利用者が見込まれる公共施設である「旧道都大学体育館」に、モデルとなる木質
バイオマスボイラーを導入し、市民や施設利用者に広く普及ＰＲを行う。

津別町上里浄水場小水力発電機設置事業

浄水場の導水管路に小水力発電機を設置し、場内電力として活用するとともに、余剰分を売電することにより、自然環境への配
慮として水道施設の省エネ化を進め、また、停電時の電源としても利用する。

富良野市新庁舎建設地中熱設備工事

市役所において、空調の一部に井水（地中）熱利用システムを導入し、平時は井水熱ヒートポンプを優先利用する運用とするこ
とにより、ＣＯ２排出を削減する。
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➢ 対象：市町村、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等：2/3以内、5,000万円限度

地域に賦存する地熱資源の有効活用を図り、地域振興に資するための地熱井の掘削を支援する。

地域資源活用基盤整備支援事業

固定価格買取制度を活用した新エネルギー導入の取組に対して、送電線等の整備に要する費用を支援する。

➢ 対象：企業、市町村と法人等で構成された共同体
➢ 補助額等：1/2以内、1,000万円限度
➢ 条件等：売電利益から補助金の返還（収益納付）を条件

新エネルギー導入と、合わせて行う新エネルギー導入効果を増大する省エネ設備の導入が連動した取組を推進するため、地域の
新たな取組の掘り起しを行うとともに、コーディネーターを地域に派遣する。

新エネルギーコーディネート支援事業

地熱井掘削導入支援事業

「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和3年度） ③

小清水町防災拠点型複合庁舎地熱多段階利用導入事業

災害時の一時避難所としての機能も併せ持つ防災拠点型複合庁舎の建設に伴い、地熱を施設の給湯・暖房・融雪で多段階利用す
ることにより、化石燃料使用量、二酸化炭素排出量の大幅削減を図るとともに、地域の再エネ利用施設、災害時一時避難場所と
してのモデルを形成する。

令和３年度認定事業計画
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⑤ ゼロカーボンに向けた取組のアピール・周知

⚫ 環境省「エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集」等での事例紹介

出典：環境省ＨＰ 26


